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事案名  固定資産税 課税誤りについて 

発生日時  令和元年５月３０日（木）   午前１１時３０分頃 

発生場所  伊達市財務部 税務課 

担当部署（連絡先） 
福島県伊達市 

財務部税務課資産税係（０２４－５７５－１２３５） 

事案の内容 

平成２０年にアパートが建築された敷地について、住宅用地の特例

適用漏れにより、固定資産税の過大徴収１件が判明しました。過納額

は平成２１年度から年１０万円余り、総額１，１００，５００円とな

ります。当時、当該土地にアパートが建築された際、住宅用地に変更

する課税処理が漏れたものです。 

初動対応 

 納税者に連絡したうえで自宅訪問し、謝罪し説明することとしまし

た。同時に、平成２１年度分から３０年度分までの過納額を還付、３

１年度分は税額変更する手続きをしています。 

今後の対応 

作業マニュアルとチェックリストを活用、ダブルチェックを徹底し

処理漏れが生じないように努めております。現在課税中の土地につい

ても確認作業を進め、市民の皆さんの信頼の回復に臨んでまいりま

す。 

 

※「事案の内容」は、５W４Hに心がけて記載すること 

連絡先 

 伊達市 

財務部税務課資産税係 

 担当：斎藤・大槻 

 電話 024-575-1235 


